
一㌧.し∴:L :　ノ

一般貸付借用証書

金　,  ()0,000円

収入川紙

1りJ]Ill以卜1:JlH

f川HJHLJ卜I rFrJ

)0【1)JFl】L人】 'rtrJ

イJT電人J鳩目川1｣

私は､下記の目的をふまえ､財団法人岐阜県教職員互助会現職庄助事業規程及び下記の条件を

iy:]こし､上記金額を借用いたします｡

署名のt∴　借用証苔を差し入れます｡

.iL!

<貸付事業のH的>
この貸付事業は､財FIl法人岐阜県教職員互助会白二助部現職会員のみなさんの会費を元にして,

お互いの生活に潤いを生み出すことや､生活の支えとなることをE]的とし､以って岐阜県教育の

発展に資することを願って､展開されている事業である｡

<　一般貸付の条件>

1､貸付金額は､別表1により選択し､最高細は200ノJ'とする0

利息は月利とし､利率0. 2～う%とするo (年利率3. 36%)

2､貸し付けを受ける者は､次の6項Rを遵)､'J亡するものとするQ

①借受人は､貸付申込書(様式第5弓-1)に｢所属長の証明｣を必要とするo

②貸付金及び利息は､別表により､最終Lnlの償還鶴を除きJ亡利均等で､貸付Rの馴1より教職員

事務センターn座板僻目､または集余分締切Rまでに償還するo

③借受人が退会する場合は､その旨をすみやかに財団法人岐弔県教職員吐助会まで連絡し､末弁

済金を　一括弁済する｡また､弁済U)なかった場合には､給付金及び退職金等から未償還ノ紳J金

相当額を控除されることを承認する｡

④借受人が教職員事務センター徴収締切Rの'.'.i'_)i),i(答Rまでに弁済を怠った場令には､保険事故

として扱われ､財岡法人岐仁T･･県教職£主可助会現職互助事業細則第8条2項により､保険会社へ

債権が譲渡されることを承認するo

⑤この貸付について公LL言lF.苔を作成する必要が生じたときは､いかなる場合でもその安求に応じるo

⑥この貸付について訴訟が′卜じたときは､現住所のいかんにかかわらず､財LTil法人岐申児教職員

柱助会の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに同意する0

3､他の債務と命わせて､毎Jlの償還額が､給料)1鰍の10/JJの3を超える場合は､貸付申込は出来

ないものとする｡

*この様式に旨己蔵の情報は､仝Htl付管理のために取得･利川いたしますD
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